
農林土木等工事に関する提出書類の

簡素化ガイドライン

令和６年５月 福島県農林水産部
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農林水産部が発注する工事（以下、「農林土木等工事」という。）の担い手
である建設業の持続的な維持、発展のため、働き方改革を発注者と受注者が一
体となって推進していく内容を整理した「魅力ある建設現場の実現に向けた農
林水産土木工事の働き方改革の取組方針」（以下、「取組方針」という。）を
令和３年３月１９日に策定し、その中で、長時間労働の是正に関する取組とし
て、「提出書類の簡素化」を挙げています。

工事書類は、工事目的物の施工段階や出来形管理及び品質管理を確認するた
めに必要な書類であり、品質を確保するために工事書類を充実させることは大
切なことですが、必要以上の要求は「過度な書類作成」につながり、その結
果、現場代理人（監理技術者等）の長時間労働を招くことになります。

このため、提出書類の簡素化を進め長時間労働を是正することは、建設現場
における働き方改革を進めるための重要な取組です。

本ガイドラインは、取組方針に基づき作成されたもので、法令等に規定され
た書類の作成を適正に行うことを前提に、業務の効率化のための工事書類の作
成を必要最小限に抑えるための考え方や受発注者相互の役割についてまとめた
ものであり、長時間労働の是正につながる実効性のある取組とするために活用
してください。

※「農林水産土木工事における建設業の働き方改革への取組方針」
第３ 重点的に取り組む事項の具体的な内容
１ 長時間労働の是正に関する取組
（３）提出書類の簡素化

業務の効率化のためには、工事書類の作成は必要最小限に抑えることが大切で
あり、受発注者相互が不要な書類は作成しない（作らせない）ような意識を持ち
取組んで行く必要があります。例えば、監督員が臨場した段階確認は出来型管理
写真や臨場時の状況写真の撮影も不要であるなど、監督員への提示で済むものや、
受発注者双方が情報を共有できていれば書類が不要と考えられものはメールや口
頭でのやりとりを可能とします。
ただし、説明上必要となるものや受注者が自ら進んで作成する書類を妨げるも

のではなく、また、法令等に規定された書類の作成は適正に行う必要があります。
そのため、ガイドラインを作成するなど、書類の簡素化に向けた取組を進めて

いきます。

１ はじめに



◆ 本ガイドラインの活用と提出書類削減の意識づけ
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２ 提出書類の簡素化のイメージ（図－１）

簡素化の内容 受注者(現場代理人)は 発注者(監督員)は

作成不要な書類は つくらない つくらせない

提出不要な(提示で済
む)書類を提出用に

つくらず、整理する つくらせない

発注者がつくるべき資
料を受注者に

－ つくらせない

情報共有システムを活
用し

書類作成を効率化 速やかな回答

◆ 提出書類の簡素化に向けた具体的な取組

✔ 作成不要な書類の事例
✔ 提示で済む書類の事例
✔ 設計変更に必要な資料作成
✔ 情報共有システムの活用

◆ さらなる提出書類の簡素化の取組

✔ ＩＣＴ活用工事による提出書類の簡素化
✔ 施工管理基準の見直し
✔ 事務の見直し

受発注者間の円滑なコミュニケーション
～準備段階から綿密な打合せなど

長時間労働の是正
作業の効率化



３ 提出書類の簡素化に向けた基本的な考え方

（１） 本ガイドラインの活用と提出書類の簡素化の意識付け

本ガイドラインでは、提出書類を必要最小限に抑えるために必要な考え方や事例を
示しています。

また、慣れている紙書類に固執することなく、可能なものは工事書類の電子化を進
め、業務の効率化に努めるものとします。
ただし、本ガイドラインに示す内容により書類の簡素化を進めることで、 工事の品

質まで低下させてはいけません。また、図面の作成等で時間を要し工事が遅れてしま
うことは避けなければなりません。このためには、受発注者が常にコミュニケーショ
ンを図り役割を分担しながら、提出書類の簡素化を進めて行く必要があります。「受
発注者間の円滑なコミュニケーション」が提出書類の簡素化を進める前提にあります。

受注者は、品質を確保するために必要な書類は作成しなければなりません。また、
社内で必要とされている書類の作成や、創意工夫を妨げるものではなく、法令等に規
定された書類の作成は適正に行う必要があります。

以下のことを意識しながら、書類の簡素化に向けた取組を進めましょう。

○発注者は、受注者に不要な書類、過度な書類の提出を求めない！

○受注者は、不要な書類の作成、提出はしない！

（２）提出書類の簡素化につながる取組

本ガイドラインでは、以下①～⑥の取組を行います。

① 「慣例で作成している書類、提示で済む書類、メールや口頭でのやりとりで
済む」作成不要な書類の削減 ⇒取組４(1)①～⑫

② 提示で済む書類を提出用につくらない ⇒取組４(2)①、②

③ 発注者がつくるべき資料を受注者につくらせない ⇒取組４(3)

⑤ ＩＣＴ活用工事による出来形管理、品質管理の資料削減 ⇒取組５(1)

⑥ 施工管理基準の見直し ⇒取組５(2)

④ 情報共有システム（ＡＳＰ）を活用し、書類作成の効率化を図る⇒取組４(4)(5)
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【図－２】本ガイドラインにおける提出書類の簡素化の対象範囲

（福島県電子納品等運用ガイドラインの工事関係書類の体系図より）

（３）提出書類の簡素化の対象

農林土木等工事において提出が必要な書類は、多岐にわたり、その数も多くありま
すが、そのほとんどは契約上必要な書類や法令に規定され提出を要する書類であり、
これらの書類の作成や提出を削減することは困難です。
このため、本ガイドラインでは、工事書類のうち、提示で済むもののこれまでの慣

例などで作成している書類が多い「工事帳票や工事写真」等を対象に提出書類の簡素
化を図る取組を進めていきます。
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提出書類の簡素化対象範囲

等

等

工事書類

工事打合せ簿

施工計画書

工事関連書類
契約図書

契約書

設計図書

現場代理人及び
主任技術者等通知書

請負代金内訳書

工事完成図

工程表

契約関連書類

工事書類
工事帳票

工事写真

台帳

地質・土質調査成果
施設台帳

i-Construction

工事履行報告書

品質管理資料

出来形管理資料

工事材料確認申請書

確認・立会書



① 施工計画書
○ 概算・概略発注を含め、設計照査等で工事内容が確定してから施工計画書を作

成し提出すれば良いです。
・施工内容が確定されていない場合は、提出不要です。
・施工する内容が正式に指示されてから、作成し提出すれば良いです。
・準備工の着手にあたっては、必要最小限の項目について作成し提出すれば良い

です。

② 変更施工計画書
○ 変更施工計画書は、施工計画に大きく影響しない場合は提出不要です。

工期や数量だけの軽微な変更の場合は、変更施工計画書の提出は不要です。
（軽微な変更の事例）

・工期末の精算変更、施工方法の変更を伴わない数量の増工や工期のわずか
な変更など

○ 施工計画の変更は、協議書ではなく施工計画書を変更して提出してください。

＜施工計画書提出時の注意事項＞

・内容に重要な変更が生じた場合は、

その都度提出が必要です。

・工事内容変更伺いで新たな工種、

工法が生じた場合も提出が必要です。

・変更施工計画書は、変更に係る

ページのみの提出で良いです。

まず、受発注者ともに、設計図書と別紙「福島県農林土木工事に係る工事受注者の

提出書類チェックリスト」を参考に必要な書類について確認します。そして、受発注

者ともに、以下のような余計な資料を作成しないよう、工事着手前に確認するものと

します。

【根拠】共通仕様書土木工事編Ⅰ 1-1-7 施工計画書
施工計画書作成の手引き Ⅱ(3)

４ 提出書類の簡素化に向けた取組

（１）作成不要な書類の事例（作成不要な書類をつくらない・つくらせない）

【作成不要な書類の事例】
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準備工着手にあたっての必要項目
（1）現場組織表
（2）準備工の施工方法
（3）安全管理
（4）緊急時の体制及び対応
（5）再生資源の利用の促進と

建設副産物の適正処理方法
（6）法定休日・所定休日



③ ＡＳＰ（情報共有システム）の選定は書類不要
○ ＡＳＰのシステム選定や契約については、利用開始日や必要ユーザー数などの監

督員への確認書類の提出は不要です（電話やメール等による確認で良いです）。
④ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）登録は書類不要

○ 登録の確認は、コリンズのシステムからの監督員へのメール送信のみで良いです。
※別途、紙の確認資料の提出は不要です。

○ 監督員はメール送信された登録内容を確認の上、送信されたメールに直接「本件
の登録を認める」ことを記載し、返信すれば良いです。

※署名、押印は不要で紙資料の印刷不要です。
○ 変更時と工事完成時の間が土日祝日を除き１０日に満たない場合は、変更時の登

録は不要です。
○ 竣工時の登録は、竣工検査の後に登録すれば良いです。

⑤ 積算に率計上している内容（例：現場事務所等）は写真提出不要
○ 現場事務所等の間接費等で率計上されている内容の写真提出は不要です。
○ ただし、仕様書上で必須項目として記載のある内容について確認を求められる

ことがありますので、写真を撮影しておく等、注意してください。
⑥ 受注者が任意で契約した借地契約書は提出不要
○ 受注者が任意で契約した借地契約書の提出は不要です。

⑦ 共通仕様書に記載の無い品質管理の実施は不要
○ 共通仕様書に記載の無い品質管理の実施は不要です（特記仕様書等で別途定めが

ある場合は除きます）。
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⑧ 段階確認時等の写真
○ 慣例で行っている段階確認時における監督員臨場時の状況写真については、添

付不要です。
○ 監督員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略します。
○ 段階確認実施個所を図面に記載することは不要です。
○ 社内検査の写真は、段階確認書類へ添付し提出してください（竣工書類への添
付は不要です）。

○ 段階確認の項目や頻度は、仕様書に定めたものだけです。
○ 段階確認書に添付する資料は、受注者が作成する出来形管理資料に監督員等が
確認した実測値を記入することで良いです。

【根拠】共通仕様書土木工事編Ⅱ写真管理基準 2-4 写真の省略

臨場した場合は写真添付不要

監督員が記入
した資料でOK
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⑨ 施工体制台帳
○ 監督員に提出するのは下記の様式と添付資料です。
○ 顔写真付きの技術者台帳は不要です。
○ 作成は記載内容に変更が生じた場合毎に必要ですが、発注者への提出は月１回に
集約可能です。

＜提出様式＞ ＜添付資料（元請）＞
・施工体系図 ・請負契約書の写し
・施工体制台帳 ・監理（主任）技術者、専門技術者の資格を証明する資料
・再下請け通知書 ・監理（主任）技術者、専門技術者の雇用を証明する資料
・作業員名簿 ・下請契約時チェックリスト
・下請負報告書 ・下請工事完了後時チェックリスト

＜添付資料（下請）＞
・請負契約書の写し → 注文書、注文請書、約款等

【根拠】建設業法第24条の8
建設業法施行規則第14条の2

顔写真付の技術
者台帳は不要

一次下請業者に対し、施工体制台帳作成対象工事である旨を通知

二次下請業者に対し、施工体制台帳作成対象工事である旨を通知するとともに、

元請業者に対し、再下請通知書を提出

三次下請業者に対し、施工体制台帳作成対象工事である旨を通知するとともに、

元請業者に対し、再下請通知書を提出

施工体制台帳作成対象工事である旨を通知及び再下請通知書の提出義務なし

（再下請していないため）

施工体制台帳への記載不要

元請 A

一次下請 B

二次下請 E

三次下請 H

運搬業者

二次下請 F

一次下請 C 二次下請 G 資材業者

一次下請 D

資材業者

警備業者

＜施工体制台帳の作成範囲＞ 建設業法の請負工事に該当しない
警備業務や資材納入、調査業務、
運搬業務などに係る下請負人等に
ついては、建設業法上、施工体制台
帳への記載は不要です。

※仕様書等により発注者が記載を
求めている場合は、記載が必要とな
ります。
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⑩ 出来形管理
○ 測定値が１０点未満の場合は、出来形結果表のみとし、出来形管理図表の作成は

不要です。

【根拠】共通仕様書土木工事編Ⅱ土木工事施工管理基準 5.(2)出来形管理
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⑪ 竣工図に関する省略可能事項
○ 全ての旗揚げへの出来形記載は不要です。

出来形管理結果表や出来形管理図表により管理した計測値は、竣工図への記載
は不要です。

○ コンクリート二次製品の寸法出来形値の竣工図への記載は不要です。
構造物取壊し工における構造物寸法出来形値（取壊し寸法、延長、幅等）の竣

工図への記載は不要です。
設計図書にない展開図（法面展開図や配筋図、管割図等）の、竣工図としての

提出は不要です。
数量算出のための計算式や面積計算表等の出来形値の竣工図への記載は不要で

す。



⑫ 工事材料の品質及び確認、材料承諾願い
○ 材料確認申請書は、設計図書（特記仕様書等）で提出を求められた材料のみ提出。

監督員が臨場した場合は、写真添付不要です。
設計図書で、品質規格証明書等の提出を求められている工事材料でも、JIS規格

品でJISマークが表示されている材料・製品は、JISマークの表示状態を示す写真等
確認資料の提示で良く、提出は不要です。
コンクリート２次製品のうち、土木部認定製品を使用する場合は、施工計画書に

工場名を記載すれば良いです。
○ 工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に明示した場合や共通仕様書

上で明示している場合を除き、材料承諾願いの提出は不要です。
○ 監督員からの指示があった場合に提示出来るように試験成績表等の整理をして

ください。
○ 使用材料に関するパンフレット等の提出は必要最小限とし、参考となるＷＥＢ

ページアドレスを記載するなどの工夫を行ってください。

承諾願いは不要

試験成績表等は
受注者で整理し、
提示出来るよう
保管してください。

【記載例】主要材料計画

材料　名 規　　格 予定数量 製造業者 販売業者 品質証明 摘　　要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ
21-12-25
-55% BB

30m3
○○生ｺﾝ

（△△市）
試験成績表

異形棒鋼 D13～D19 800 ㎏
○○製鉄

（○県△町）
○○（株）
（○○市）

ﾐﾙｼｰﾄ

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
Ⅷ-A-a-

800×800×1500
15個

○○ｺﾝｸﾘｰﾄ○○工場
（△△市）

【根拠】共通仕様書土木工事編Ⅰ第2編第1章第2節工事材料の品質及び確認の1.
福島県工事請負契約約款 第13条工事材料の品質及び検査

土木部認定製品

提出不要
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受注者は、指定された書類を速やかに検索できるよう整理しておくものとし、原本
（又は電子データ）で提示します。

② 安全教育及び安全訓練等の実施状況

安全教育及び安全訓練等の実施状況については、ビデオ等又は工事報告等に記録し

た資料を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、直ちに提示できるよう原本

を整理し、提出は行いません。

【根拠】共通仕様書土木工事編Ⅰ第１編総則 1-1-33工事中の安全確保の 13

（２）提示で済む書類の事例（提出不要（提示で済む）な書類を提出用につくらない）

① 試験成績表、性能試験結果、ミルシート等の品質規格証明書は、監督員または検
査員の請求があった場合に速やかに提示できるよう整備、保管することとし、提
出は不要です。

【提示で済む書類の事例】（別紙参照）

【根拠】共通仕様書土木工事編Ⅰ第2編第1章第2節工事材料の品質及び確認の1.

・提出不要
・原本提示

・提出不要
・原本提示

- 10 -



（３）設計変更に必要な資料作成（発注者がつくるべき資料を受注者につくらせない）

受注者は、自らの負担により設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、

監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければなり

ませんが、照査結果に基づく設計図書の訂正、変更は発注者が行わなけれ

ばなりません。

以上を踏まえ発注者は、受注者に対し設計照査を超えた過剰な資料作成を

要求してはなりません。やむを得ず受注者に変更設計に係る資料の作成を依頼

する場合は、作成費用を設計変更の対象とする必要があります。

※一方で、全てを発注者が対応するようになると結果的に工期に問題が生じたり、

現場と一致しない図面となってしまうような事態は避けなければなりません。こ

のため、受発注者間の十分な話し合いの下、役割を分担しながら、必要に応じて調

査・設計費用を計上するなどの現実的な対応とすることが大切です。

＜参考＞土木工事の性質上、設計変更は避けられませんが、受注者は、関係する

協議資料の作成に多大な時間と労力を割いているのが実態です。発注者は、設

計変更ガイドラインに基づく適切な対応ととともに、併せて委託成果品の確認

や現場条件に即した設計、積算を行い、設計変更を減らす努力は必要となります。

【根拠】福島県農林水産部における工事請負契約設計変更ガイドライン P20

令和３年４月１日より全ての工事で情報共有システムを活用することしています。
同システムを活用することにより、工事書類の発議、提出に要する印刷、移動、整理
等の単純作業を不要とすることで業務の効率化が図れます。 また、工事検査において
、同システムで処理した工事帳票や工事写真は、紙で印刷せずに、電子データを利用
した電子検査を受けることが原則となります。

（４）情報共有システムの活用（同システムを活用し、書類作成の効率化を図る。）
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＜参考＞
情報共有システム内の電子データを電子媒体に格納した場合、従来の紙のみの工事

書類と比較して、書類が半分となった事例もあり、業務の効率化に大きく寄与します。

情報共有システムを活用する対象書類は、福島県電子納品等運用ガイドライン【土
木工事編】に示す「工事帳票」のうち、当該工事で作成する書類の中から受発注者間
の協議にて選択します。協議により電子提出としていた書類については、紙での提出
は必要ありません。

（５）工事書類の二重提出（電子と紙）はしない、させない

二重提出書類

事前協議でほとんどの
書類を「電子」としてい
たにも関わらず、紙と電
子の両方で工事書類を
二重提出したケース

事前協議の徹底

ルールの徹底

作成書類の減

不適切な書類の事例
紙と電子両方
提出の書類

適切な書類の事例

事前協議で紙
とした書類

紙と電子両方
提出の書類

事前協議で紙
とした書類
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○ ＩＣＴ活用工事を実施した場合、３次元出来形管理、３次元品質管理、３次元デ
ータの納品により、書類の削減が図られ、業務の効率化に大きく寄与しますので、
対象となる工事にあっては、入札公告で明示するとともに、受注者から希望があっ
た場合は、実施に向けた対応を行うものとします。

（２）施工管理基準等の見直し

○ 農林技術課においては、国・土木部の共通仕様書等の改正状況を確認した上で、
共通仕様書（農林水産土木工事編）を改正し、提出書類の簡素化につなげていきま
す。

５ さらなる提出書類の簡素化の取組

（１）ＩＣＴ活用工事による提出書類の簡素化

（３）事務の見直し

○ 発注者の決裁の説明に用いる資料の削減に努めます。
○ 設計変更ガイドラインを遵守して、変更設計に係る図面と数量は、発注者側で作

成します。
○ 協議書等における発注者側の押印は、サインにより簡略化出来るものとします。
○ ワンデーレスポンスやウィークリースタンスを徹底しながら、速やかな決裁事務

を進めます。

（４）簡素化の情報提供のお願い

提出書類等の簡素化が可能と思われる事項の情報提供をお願いいたします。
情報提供先 福島県農林水産部農林技術課

アドレス：nouringijutsu@pref.fukushima.lg.jp
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